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○ 平 成 十 三 年 総 務 省 告 示 第 三 百 九 十 五 号 （ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 第 二 十 三 条 の 四 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 情 報 の 開 示 に 関 す

る 件 ） 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

第 一 条 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 以 下 「 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 二

十 三 条 の 四 第 二 項 第 一 号 イ (１
)

に 規 定 す る 情 報 は 、 次 の と お り と す

る 。 

一 ・ 二 （ 略 ） 

三 伝 送 路 設 備 の 敷 設 状 況 等 に 関 す る 次 の 情 報 
   イ 敷 設 さ れ て い る 光 信 号 用 の 伝 送 路 設 備 の 芯 数 、 距 離 及 び 経 路

並 び に 波 長 分 割 多 重 装 置 の 設 置 の 有 無 
   ロ イ の う ち 、 現 に 提 供 さ れ て い な い 光 信 号 用 の 伝 送 路 設 備 （ 以

下 「 空 き 芯 線 」 と い う 。 ） の 芯 数 、 距 離 及 び 経 路 
   ハ 敷 設 さ れ て い る 光 信 号 用 の 伝 送 路 設 備 の 終 端 部 の 位 置 
   ニ 光 信 号 用 の 伝 送 路 設 備 の う ち 、 電 気 信 号 用 の 伝 送 路 設 備 へ の

変 更 が 可 能 で あ る 回 線 の 電 話 番 号 

四 ～ 七 （ 略 ） 

第 二 条 ～ 第 三 条 （ 略 ） 

第 一 条 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 以 下 「 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 二

十 三 条 の 四 第 二 項 第 一 号 イ (１
)

に 規 定 す る 情 報 は 、 次 の と お り と す

る 。 

一 ・ 二 （ 略 ） 

三 伝 送 路 設 備 の 敷 設 状 況 等 に 関 す る 次 の 情 報 
   イ 敷 設 さ れ て い る 光 信 号 用 の 伝 送 路 設 備 の 芯 数 、 距 離 及 び 経 路 
    

ロ イ の う ち 、 現 に 提 供 さ れ て い な い 光 信 号 用 の 伝 送 路 設 備 （ 以

下 「 空 き 芯 線 」 と い う 。 ） の 芯 数 、 距 離 及 び 経 路 
   ハ 敷 設 さ れ て い る 光 信 号 用 の 伝 送 路 設 備 の 終 端 部 の 位 置 
   ニ 光 信 号 用 の 伝 送 路 設 備 の う ち 、 電 気 信 号 用 の 伝 送 路 設 備 へ の

変 更 が 可 能 で あ る 回 線 の 電 話 番 号 

四 ～ 七 （ 略 ） 

第 二 条 ～ 第 三 条 （ 略 ） 
 


